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 ④図書館 

 白梅学園大学・短期大学図書館は、E 棟 1 階・地下 1 階で専有延床面積 883 ㎡であ

る。1 階には参考図書・指定図書と一般図書の分類番号の内、総記・哲学・歴史の一部

と雑誌を配架。また 4 つのブース 11 席を持つ 27 ㎡の視聴覚室を設置している。地下

には歴史から 9 門文学までの図書と絵本、紙芝居、各大学紀要、雑誌・年鑑・白書類

のバックナンバーを配架している。蔵書の特徴としては、子ども関係の本が多いこと

である。 
   ＜図書館蔵書数一覧＞                            平成 22 年 5 月 1 日 

 項 目     和書     洋書    学術雑誌     AV資料 
冊（種） 148,795     5,418        848        921 

 ⑤体育施設 

 体育施設は、第 1 大体育館（1,180 ㎡）があり、「体育｣、｢スポーツと健康｣等 
の授業およびバレーボール・バスケットボール等の課外活動で活発に利用されている。  

⑥情報サービス施設 

 第 1、2 コンピュータ室と LL 教室とがある、各コンピュータ室にはそれぞれ 50 台（計

100 台）のパソコンを学生用に設置している。また、LL 教室には教員用に 2 席、学生用

48 席を設置している。それに加えて、モニター24 台(2 人で 1 台共用)も設置している。 
 ⑦附属施設 

 昭和 25（1950）年に「人間尊重の教育理念を科学性・社会性・芸術性の三本柱に据

えて」創設された白梅幼稚園があり、園児を主体とした教育・研究もおこなわれ、大

学の保育者養成の実習や共同教育研究の役割を担っている。また平成 22（2010）年に

は、「私立大学戦略的基盤形成支援事業」（文部科学省）として「遊びと学びのコラ

ボレーションによる地域交流活性化システムづくり」に関する研究を実施すべく、本

附属幼稚園に「地域交流研究センター」を建設した。 
 なお、敷地内には併設の高等学校及び中学校があり、これら全体で白梅学園を形成

している。 
 また、昭和 56（1981）年 4 月には学校法人白梅学園とは別に社会福祉法人小松福祉

会を設置し、関連施設としての白梅保育園が開設された。 

 

◆ ９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運

営されているか。 

(１) 事実の説明（現状） 

①校舎 

  現在、大学・短期大学共用で使用している校舎は、昭和 39（1964）年建築の A 棟、

B 棟から始まり、昭和 41（1966）年第一大体育館、昭和 51（1976）年 E 棟、平成元

（1989）年 F 棟、平成 10（1998）年 I 棟、平成 17（2005）年 J 棟をそれぞれ建築し

て、施設の拡充を図ってきた。また、建築基準法に則り、業務委託の上、年 1 回の建

物設備点検、年 2 回の消防設備点検、毎月の点検を基本に年 1 回の昇降機の定期点検

を行い、管理運営上の安全はもとより、教育・研究環境が適切に保持されるよう配慮

している。さらに、日常の清掃とともに、年 3 回の季節清掃を徹底的に実施し、学内
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の清潔、美化、保守を心がけている。また機器備品の故障の際は、早急に対処し、環

境整備と営繕に努めている。又、校舎内には、個室のピアノ室が 16 室とヘッドホン使

用のピアノ練習室もあり、学生は授業時以外は自由に練習ができる。 
 

 ②図書館 

 図書選定は、主に教員・図書館職員が行い、学生希望も随時受付け購入している。

館員構成は館長 1 人(教員)、専任職員 1 人、特別職員 2 人、アルバイト 3 人の計 7 人

で、うち有資格者 4 人である。 
 平成 16（2004）年度には、大学設置に伴い大学専門図書雑誌購入整備と、蔵書増加

にともなう配架スペース拡張のため、図書館地下北側の一部に集密書架を増設した。 

 図書館の蔵書構築方針は、学部学科編成に合わせた専門書籍を中心に、教員・学生

の教育・研究に資する周辺領域まで含めた資料の収集整備を基本としているが、また

同時に本学の建学の理想である人間を愛し、人間の価値を最高度に実現しようとする

ヒューマニズムの精神、社会の発展と人類の福祉に寄与する人材養成をめざすため、

一般教養書も多く購入している。 

  ＜3 カ年の図書予算の推移＞ 

平成19年度 平成21年度 平成22年度 
    11,450千円    11,450千円     11,450千円 

  ＜入館者数及び貸出冊数等の 3 年間の推移＞ 
 貸出状況  平成19年度   平成20年度   平成21年度 
 学生数        919       1,042         981 
 年間入館者数     36,330      34,940      34,988 
 貸出総数（学生）     10,179      12,170      11,909 
 学生一人当たり貸出冊数      11.08       11.57       12.14 
 ③体育施設 

 体育館は、ガラスの飛散に対しては飛散防止フィルムを貼る、天井などのボード等

も、落下による災害のないように常に点検を行っている。 

④情報サービス施設 

 使用状況は、第 1、2 コンピュータ室は、平日 9:00～18:00、土曜日 9: 00～12:30 の

時間帯(48.5 時間/週)で開室し、授業のない時間は学生が自由に利用できるようになっ

ている。 

⑤授業用機器・備品 

 本学では、以下のようなシステムを備えた講義室がある。 
 B 棟の講義室には、主に VHS ビデオデッキとテレビと有線マイクを設置している。

加えて大講義室には、書画カメラと吊りテレビを設置している。B 棟実験室には、VHS
ビデオデッキとテレビを設置している。 
 E 棟には VHS ビデオ･DVD デッキ・書画カメラ・プロジェクタ・有線マイクを設置

している。 

 F 棟講義室には VHS ビデオデッキ・吊りテレビ・有線マイクを設置し、演習室には
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VHS ビデオデッキとテレビを設置している。 

 I 棟講義室には、8mm と VHS のダブルビデオデッキ・CD/LD デッキ・DVD デッキ

(2 教室)・書画カメラ(3 教室)・プロジェクタ(3 教室)・RGB ケーブル(3 教室)・ワイヤ

レスマイクを設置している。 
J 棟講義室では、VHS ビデオ、DVD、書画カメラ、デジタルビデオ等の AV 機器や

PC 利用に対応し、100～150 インチのスクリーンと 50 インチの吊りテレビを設置して

いる。 

 ＜教務課で管理している移動式教育用機器備品＞ 

 教育用機器備品保管 台数  台数 

 8mmDVDカメラ   3台 簡易教材提示装置   1台 
 ミニDVカメラ   3台  三脚             4台 
 8mmカメラ   3台  ダウンスキャンコンバータ   1台 
 CD.MDデッキ   2台  多目的観察システム      2台 
 CDラジカセ   7台  パソコン           2台 
 DVDデッキ  2台  ビジュアルプレゼンター   1台 
 OHP  2台  プロジェクタ   3台 
 液晶テレビ   2台  ポータブルDVDプレーヤー  1台 
 ｶｾｯﾄﾚｺｰﾀﾞｰ(ｵｰﾄﾘﾊﾞｰｽ)ﾐﾆ   6台  ワイヤレスアンプ・マイク   2台 
 カセットプレーヤー   8台   
 

⑥運動場 

 運動場のテニスコートはテニスのみならず、フットサル等にも使用され、仕様がオ

ムニコートとなる為に数年に一度オムニサンドを敷き詰め利用者に怪我のないように

整備をしている。 

 

(２)  ９－１の自己評価 

 校地および校舎は、共に教育・研究環境の場として必要な基準を満たしている。そ

れとともに、法令に基づいた定期点検も実施し、整備している。必要な教育・研究活

動に支障をきたさないよう、業務委託をしている業者の指摘や評価をもとに、整備計

画を実施している。 

 また、設備機器の突発的な故障については、発生時には、迅速に修理対応または新

調するようにしている。 

 各講義室等、教務関係の備品類の準備および使用状況などを踏まえると、教育研究

活動の目的を達成するための施設設備等の維持・運営は適切である。 

 

(３)  ９－１の改善・向上方策（将来計画） 

  教育・研究機器・設備は、今年度中に優先順位をつけて、快適で充実した学習環境

を提供できるよう、来年度以降に整備する。 
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《９−２の視点》 
◆９－２－①施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。 

(１) 事実の説明（現状） 

①火災等の災害対策 

 法令に基づき、防災用の設備を設置している。また、消火栓は非常時にも作動する

ように、バックアップの電源装置がついている。そして、これらの点検業務は法令に

従い専門業者に委託し実施をしている。 

  さらに、非常時に対しては、マニュアルとして「地震防災計画」が策定され、教職

員による防災組織である地震対策委員会により啓蒙活動および訓練の実施を行ってい

る。 

②防犯対策 

 本学は、同一敷地内に附属幼稚園、高等学校および中学校を設置していることもあ

り、キャンパスセキュリティーへの関心は高い。専門の警備保障会社に委託し、常駐

のスタッフによる校門の立哨警備、入退場管理及び構内巡回を行っている。また、ピ

アノ練習室には防犯ブザーによる通報システムが設置されている。 

③コンピュータのセキュリティ対策 

 本学では、ネットワークを大きく教員用と職員・学生用のものとに分離しており、

さらに職員と学生の間にはパケットフィルターを用いて分離管理をしている。また、

サーバー、クライアントにはウイルス対策ソフトを組み込んでいる。 

 データの保存・管理に関しては原則として情報をクライアントには保管せず、ファ

イルサーバーに保管している。このことにより端末からデータ漏洩を回避することと

ともに、ファイルサーバーを毎日バックアップすることにより、万一のデータ消滅に

対応できるようにしている。 

④施設設備の安全性 

 施設設備の安全性については常に気をつけているが、経年劣化は否めないが、人的

にできることについては、常に施設設備のメンテナンスを実施している。 
現在、高校校舎建築のため、高校校舎が竣工する来年度以降に改めてバリアフリーを

含めた施設設備の安全に取り組み始める予定である。 
 バリアフリーの点では、F 棟、I 棟は出入口を無段差に作り、B 棟、J 棟はスロープ

を設置してバリアフリーにしているが、A 棟、E 棟は出入口の段差があるところがあ

る。ただし、A 棟に関しては、B 棟と建物がエキスパンションで一体化されているの

で問題は少ない。 
 また、昇降機が I 棟に 1 基設置されていることによって、2 階で連結されている

A,B,E,F 各棟間の 2 階までは不自由なく行くことができる。それ以上の階へ行く場合

は、介助人員を必要とする。 
 障害者用トイレに関しては、E 棟を除く各棟１階およびＩ棟 2 階に設置している。 

⑤省エネ及び地球環境保全対策などについて 
 OA 機器や電気器具の導入に際しては省エネタイプのものを採用するようにしてい

る。照明器具のスイッチはこまめにオン・オフし、教室の空調コントロールを一括管

理し効率的運用を図るなど、ささやかな取り組みであるが実行中である。また、全学
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でスケール・メリットが想定できることは積極的に推奨している。また、地球環境保

全対策としては、用紙や封筒等は再生紙を使用していること、ゴミ分別などに取り組

んでいること、連絡や資料配布については、メールを利用するなど紙をできるだけ使

用しないようにしている。 
 

(２)  ９－２の自己評価 

  学園として、防災訓練の実施や設備の点検は出来ている。また、問題が発生した場

合は早急に業者に依頼し修理をしている。 

 また防犯に関しては、学園内のみならず、近隣の学校法人と協議会を設け通学路の

警備も実施しており、問題が発生した折には、情報の共有と関係機関への連絡体制が

整えられていて、安全・安心を提供できるようになっている。 

 コンピュータのセキュリティ対策には専門の教職員が配置され、問題発生時には関

係業者と連携し、即応できるバックアップ体制をとれるようになっている。 

 さらに、新規に導入される機器に関しては省エネタイプを採用しているが、旧来か

ら設置されているものは予算の都合上、更新寿命が来たものから順次更新をしている

関係で、機器に頼った省エネよりも、人的操作による省エネ対策を中心に努力してい

る。バリアフリーに関しては、授業で取り入れ、人的サポート体制を整えている。耐

震関係、バリアフリー関係の整備は十分ではないが、法人事務局では、学園内の他の

諸施設の整備計画との関係で優先的に検討している。 

 

(３)  ９－２の改善・向上方策（将来計画） 

 年に一度の防災訓練をしっかりと実施し、地震防災マニュアルの徹底化をはかり、

有事の際に迅速に対応できるようにする。本年度より順次、防犯カメラの設置等をす

すめる予定である。そして、耐震補強や改築を計画的に実施して、安全・安心な学園

を学生や教職員に提供していく。 

 物理的なバリアフリーは建物の構造上厳しい面もあるが、その中でも可能な限り身

障者トイレ、スロープの新設・増設を来年度以降の将来計画に盛り込んでいく。 

さらに、障害者のニーズに応じて適切な介助を行う等の人的サポート体制を学生関

係では学生課、授業関係では教務課が学内で整えていく。 

 

《９−３の視点》 
◆９－３－① 教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境

が整備され、有効に活用されているか。 

(１) 事実の説明（現状） 

 学生が快適に学生生活を過ごせるように、一日一回、水回りやトイレ等の確認を行

い、ゴミ・廃棄物の収集を実施して、衛生的で清潔な教育環境の維持に努めている。 
学生の憩いの場としては、1,000 ㎡近い芝生広場(中庭)、学生ホールがあり、また、

学生食堂および売店を白梅生協により運営をしている。なお、営業後の食堂や、空い

ている講義室は自由に利用が可能である。 
 自転車や自動二輪で通学する学生の為に、自転車用に 90 台、自動二輪用に 20 台の
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駐輪場を設置している。 
 さらに、地方より本学に就学する学生の為に、学園敷地内に女子寮（定員 54 人）を

設置し、寄宿舎指導員（職員 1 人、臨時雇員 1 人）をおき、規律ある集団生活によっ

て十分な勉学と修養とを目指し、自主的な寮生活がおくれるようにしている。所管は

学生課である。 
  平成 21（2009）年度より、本学では、同一敷地内に幼稚園、中学校、高等学校、短

期大学および大学が設置されていることと、健康増進法の第 25 条を勘案し、構内全面

禁煙を実施している。 
 

（２）９－３の自己評価 

 教育環境の充実としては、衛生的で清潔な教育環境を提供している。学生ホール、

学生食堂は、利用が集中する昼休みの時間においては混雑しているが、しばらく待つ

とスムーズに交代して利用できている。一方、駐輪場に関しては、所定場所以外の構

内道路に駐輪している状況が出ているので対策が必要である。 
実施 1 年余の構内全面禁煙については、学生への徹底に地道な努力が続いている。 

 

(３)  ９－３の改善・向上方策（将来計画） 

  様々な教育・研究機器は補助金を活用し、施設などの設備の充実は優先順位をつけ

て、快適で、充実した、学習環境を提供できるよう、引き続き整備していく。 

 

【基準９の自己評価】 

  四大化に伴って教室等は整備してきた。厚生施設の学生ホールや学生食堂、トイレ

などの環境の整備を進め、学生の利用に即した対応をしている。 

 学園内の全面禁煙に関しては、マナーを守らない学生等に対し、注意・指導する教

職員の粘り強い取り組みが徐々に功を奏している。 

 

【基準９の改善・向上方策（将来計画）】 

 限られた予算の中であるが、現在学園では、幼稚園、中学校、高等学校を含め、校

舎の建替え・改修を計画的に進めており、大学の改修等も次期計画にいれていく。 

また、バリアフリーと施設設備の安全については来年度以降の将来計画に盛り込ん

でいく。今年度には、多目的トイレの設置と駐輪場の増設を計画している。また、必

要に際して段差にはスロープを付ける計画を立てている。あわせて、障害者のニーズ

に応じて適切な介助を行う等の人的サポート体制を学内で整える。 

 教育の現場であるから施設整備だけではなく、ゴミの分別、駐輪の仕方および禁煙

に対しても、必要な指導を継続しておこなっていく。 
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＜基準 10＞ 社会連携  
領域：教育研究上の資源、企業、地域社会等  
１０－１．大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされてい

ること。  
１０－２．教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されている

こと。  
１０－３．大学と地域社会との協力関係が構築されていること。  

《１０－１の視点》  
◆ １０－１－①  大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っ

ている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。  
（１）事実の説明（現状）  

教育・福祉研究センターでは、保育・教育・福祉に関する公開講座を開催し、現

職の保育士、教員、一般市民に広く公開をしている。年間では１０講座程度開催し、

受講者数は延べで年間 1,700 人を超えている。白梅保育セミナーは短期大学期間も

含め、毎年開催しこれまで研究センター設立以来１５回を数えている。保育、幼児

教育者を中心に保育の現状や課題をテーマに講演会、分科会を開催している。現職

小学校教員向けには、東京都教職員研修センターと協力のもと大学施設を提供して

現任研修「国語」を毎年開催しており、講師は本学専任教員が担当している。平成

21(2009)年度は幼稚園教諭、小学校教諭を対象とした教員免許状更新講習会を開催

した他、介護福祉士国家資格取得を目指した介護技術講習会を開催し、多くの保育、

教育、介護現場職員が参加をしている。また、仙台、新潟において本学主催で保育

子ども学研修講座を開催するなど首都圏以外での活動も活発に行っている。  
白梅子ども学講座は子ども学の確立めざして、子ども学部教員の他、学際的立場

から学外研究者等を招聘し５回程度の連続講座を開催している。また、発達臨床学

科の教員を中心に生活の中のカウンセリング講座、白梅心理学セミナーを開催し、

心理学の知見から子育てや発達支援を考える連続講座を開催している。家族・地域

支援関係では白梅介護福祉セミナーを毎年開催し、福祉や介護に関わる諸問題をシ

ンポジウム形式で討論する場を設け、家族・地域支援学科の教員、福祉介護関係職

員、ボランティア等支援に関わる地域市民が多く参加するセミナーとなっている。  
このように本学の資源を活用した公開講座、研修を活発に展開する他、専任教員

の多くが自治体や外部団体主催の研修会へ講師として依頼派遣されるなど、外部へ

積極的に本学の教育研究資源を提供するよう努力をしている。  
 施設の開放については、大学文化創造ホールを活用して子育て広場の開催や、障

害のある子どもたちのワークショップを定期的に開催し、教員・学生・地域の人々

が世代を超えて交流する場を多く持っている。また、戦略的大学連携支援事業（６

大学連携教育支援人材育成事業）においては本学でボランティア人材養成の講座を

開催し、教育・福祉分野で地域での活動をめざす人が参加をしている。（詳細は特記

事項に記載）  
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①平成 21(2009)年度公開講座・講習会  
・生活の中のカウンセリング（5 回）  
・白梅子ども学講座（4 回）  
・白梅保育セミナー  
・白梅介護福祉セミナー  
・白梅心理学セミナー（7 回）  
・特別支援教育実践講座（4 回）  
・教員免許状更新講習会（小学校免許２コース、幼稚園免許１コース）  
・介護技術講習会（１回 4 日間 各 4 回）  
・保育子ども学研修講座（新潟、仙台）  
・家庭科の保育と保育者養成の保育をつなぐシンポジウム  
・家族・地域支援学科開設記念シンポジウム  
・子どもの在宅医療と地域支援シンポジウム  
・保育フォーラム（明治安田こころの健康財団共催）  
・ＮＰＯ推進こだいらセミナー（武蔵野美術大学・嘉悦大学・こだいらボランティ

アセンター・ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワーク共催）  
・小平市教育委員会連携講座（５回）  
②平成 21(2009)年度白梅子育て広場  
・白梅子育て広場  
・子育て広場シンポジウム  
③平成 21(2009)年度現代ＧＰアートワークショップ  
・ 講演会（5 回）  
・ 造形ワークショップ（23 回）、ダンスワークショップ(6 回)、ダンス出張ワーク

ショップ(8 回)、音楽ワークショップ（5 回）、交流ワークショップ（2 回）、キ

ャラバン隊（7 回）、ストリートギャラリーワークショップ（5 回）  
④平成 21(2009)年度教育支援人材育成事業  
・ 特別支援教育サポーター育成講座  
・ 世代間交流コーディネーター養成講座  
・ 子育て支援サポーター育成講座  
・ 学校教育サポーター育成講座  
・ 世代間交流国際シンポジウム  
 
（２）１０－１の自己評価  

白梅子ども学講座は子ども学の発信として、これまでの講座を講義録として刊行

をしている。他の講座内容については教育・福祉研究センター年報に報告し学内外

への発信に努めている。保育、教育分野の第一線で活躍する講師を招聘することも

多く、定期的に講義録等の成果を刊行物としてまとめ学内外への発信の機会を増や

す必要がある。  
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 大学施設の開放については、文化創造ホールを中心に展開している子育て広場の

事業や、障害のある子どもを対象としたワークショップを学内で定期的に開催する

など学外地域から延べで年間 2,000 人程度が参加する事業となっている。一般教室

は大学の授業や学内諸活動などで優先する事項が多く、一般に貸し出すことはして

おらず広く利用出来る状況ではないが、学会開催はじめ要請があった場合協力でき

るところについては開放するなど努力をしている。  
 リフレッシュ教育については、今後教育・保育現場へ卒業生が多く輩出されるこ

とから、さらに充実すべき事である。保育セミナーや介護福祉セミナーがリカレン

ト教育の要素を含むほか、カウンセリング講座やシンポジウムでの時機に応じた教

育・保育課題を取り上げたものを実施し、卒業生に参加を呼びかけることをしてい

る。今後小学校教諭、保育士・幼稚園教諭等または初任者、中堅者等対象を絞った

リフレッシュ教育としての体系化が課題である。  
 人的資源の提供については、外部団体への研修会講師、国、自治体の各種審議会

委員などの要請により派遣をしている。  
 
（３）１０－１の改善・向上方策（将来計画）  

施設開放については、平成 21(2009)年度に文部科学省私立大学戦略的研究基盤形

成支援事業採択「遊びと学びのコラボレーションによる地域交流活性化システムづ

くりに関する研究－大学附属幼稚園を拠点として－」が開始され、本年 4 月に地域

交流研究センターを開設し、地域活性化に関する教育研究への取り組みが始まって

いる。本研究センターは建学理念に基づき、本学の推進する重要な教育研究の中核

として小平市をはじめとする地域の実践的研究拠点となり、地域のコーディネータ

ー等の人材育成を含む、循環型の地域交流システムづくりの拠点研究施設として期

待をされている。子育て広場実習室、コミュニティーホール、相談室が配置され今

後、地域から様々な世代が参加する事業の展開、施設内に発達・教育相談室を開設

して、近年ニーズが高まっている子どもの発達支援等、大学としての地域貢献の役

割を学際的に研究、実践していく場として全学教員の協力のもと実施していく計画

である。  
 
《１０－２の視点》  
◆ １０－２－①  教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されて  
 いるか。  
（１）事実の説明（現状）  
 財団法人明治安田こころの健康財団と協力共催をして年１回「保育フォーラム」

を開催している。企画を本学が担当し、会場を財団研修室に設定をして全国から保

育士、幼稚園教諭が参加する研修会となっている。平成 20（2008）年度には、文

部科学省戦略的大学連携支援事業に参画し、東京学芸大学を主管校とする 6 大学連

携事業（東京学芸大学、奈良教育大学、鳴門教育大学、東京成徳大学、白梅学園大
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学、中国学園大学）が採択された。地域における多様な教育支援人材育成をテーマ

にプログラム開発と資格認証システムの開発を共同で行っている。東京学芸大学と

は平成 18 年（2006）年度から 2 年間文部科学省資質の高い教員養成推進プログラ

ム（教員養成ＧＰ）において、共同で「幼稚園教員養成メンタリング・システムの

開発」について共同研究を実施した。  
 また、多摩地区の大学、自治体、企業が加盟する学術・文化・産業ネットワーク

多摩に参画し、単位互換事業や高校生対象夏休み授業体験プログラム事業に参加を

している。  
 本学が所在する小平市においては、武蔵野美術大学、嘉悦大学、小平市社会福祉

協議会、ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワークと共催でＮＰＯセミナーを開催する

など、学生と地域活動を繋ぐ場を設けている。  
 インターンシップでは、子ども学科で「子ども文化インターンシップ」（演習 1
単位）を設置しており、子どもに関する文化的取り組みを行っている企業に学生を

派遣している。  
 
平成 21(2009)年度インターンシップ受入機関  
・財団法人児童育成協会こどもの城  
・株式会社 絵本館  
・株式会社 童心社  
・株式会社 フレーベル館  
・有限会社 プーク  
・有限会社 スタジオ・ノーヴァ  
 
（２）１０－２の自己評価  
 企業や他大学との関係については、教育・保育の分野を中心に適切な協力関係を

築いている。最近ではＧＰでの大学間連携事業が進み、特色ある大学教育研究につ

いて大学共同で研究開発を行っている。企業についてはインターンシップで子ども

関係企業に学生が実習に出向くことや、保育フォーラム等の研修事業の共同開催も

行われている。  
 
（３）１０－２の改善・向上方策（将来計画）  
 6 大学連携事業について、今年度は補助期間終了後の継続的な実施について連携

大学と具体的な協議を進めている。また教育・福祉研究センターでは地域ＮＰＯ団

体と連携した取り組みを継続に行っていく予定である。企業との連携については、

インターンシップ先の充実をはかり、発達臨床学科で開講される「発達臨床特別演

習（インターンシップ）」での派遣先との協力を進めていく。また、本学の提供でき

る物的・人的資源の情報発信を強化し受託研究等の企業協力を得ていく。  
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《１０－３の視点》  
◆１０－３－①  大学と地域社会との協力関係が構築されているか。  
（１）事実の説明（現状）  
 大学が所在する小平市とは、平成 19（2007）年度に文部科学省現代的教育ニー

ズ取組支援プログラム「アートでつくる障害理解社会の創成」が採択されたことを

契機に、平成 20(2008)年 4 月に特別支援教育、発達障害児支援に関する連携協定を

締結し、現職教員への特別支援に関する研修会を本学が企画、主催するほか、障害

児支援のワークショップを市内小学校、大学内で開催するなどの取り組みを行って

きた。また、市民対象の障害理解啓発シンポジウムを小平市との連携事業で行うな

ど成果を広げてきている。この事業は平成 22（2010）年度に小平市より事業委託

されることとなり、ワークショップ活動を中心とした障害児療育支援を本学が担う

こととなった。  
 また、大学内で開催する地域の親子を対象とした子育て広場は、地域の子育て支

援ＮＰＯ団体が大学施設で広場を定期的に開催し、学生がその活動を支援するなど、

また学生委員会の活動が活発化し、学生企画の広場を学内で開催するほか、小平市

内のつどい広場事業に学生がボランティア参加するなど活動の広がりを見せている。

こうした活動では、平成 18（2006）年度に短期大学として文部科学省特色ＧＰに

採択されるなどにより、毎年その成果を学生がシンポジウムで発表するなど地域へ

の発信も行われている。  
 こうした、大学の取り組みの中で、平成 20(2008)年 4 月に東村山市より、子育て

総合支援センターの運営を委託されることとなり、準備期間を経て同年 10 月に、

旧東京都東村山保健所施設２階部分を活用して開設をした。運営は学長がセンター

長を務め本学教職員、東村山市担当職員、東村山市内ＮＰＯ団体からなる運営委員

会が担っている。2 年目となる平成 21（2009）年度同センターには、4,800 名を超

える利用登録があり、のべで約 4 万人（子ども、保護者、視察・見学者）が訪れる

施設となっている。センターには学生がボランティアや授業で見学参加をするなど、

大学教育研究の場としてまた子育て支援の実践の場を知る機会として有効に活用さ

れるようになってきている。（詳細は特記事項に記載）  
 小平市内においては、近隣４学校（武蔵野美術大学、津田塾大学、創価学園、白

梅学園）が連携して地域の安全活動に協力する取り組みを行っている。平成

21(2009)年には小平市と白梅学園大学、白梅学園短期大学は「災害時における避難

所支援ボランティア活動に関する協定」を締結し、小平市区域内に災害が発生し避

難所ボランティアが必要であるときに小平市の要請に基づきボランティアを派遣す

る態勢をとっている。  
 
（２）１０－３の自己評価  
 大学と地域との協力関係は構築されている。所在地である小平市とは、学生も参

加をしながらＧＰをはじめ現状に記載したような様々な取り組みが行われており、
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ＧＰ期間終了後も地域の高い評価を得ながら継続した活動を行っている。  
 隣接市である東村山市とは子育て総合支援センター委託事業を契機に協力関係が

進み、これまでの開設経過等を刊行誌「地域と子ども学」として発刊するなど地域

への還元も行われている。（特記事項に詳細を記載）  
 
（３）１０－３の改善・向上方策（将来計画）  
 大学としてこれまでの実績と成果をふまえ、継続的に地域と良好な関係を築いて

いく。特に保育、教育、特別支援教育、福祉の分野での連携を強め、本学の資源を

地域に活用していく方策が求められている。具体的には地域交流研究センターにお

いて現代ＧＰでの発達障害のある子どもへの支援事業を小平市との協力のもとに継

続していくことや、特色ＧＰでの学生を中心とする子育て広場の活動を教育・福祉

研究センターの事業に位置づけ予算措置をするなどさらに積極的に推進し、地域で

の諸活動が大学の教育研究にフィードバックされ、本学のもつ資源が地域社会にい

かされる協力関係を推進していく。  
 
【基準１０の自己評価】  
 平成 17(2005)年度の大学開設以降短期大学での事業を発展させながら地域連携

活動を行ってきた。建学理念に基づき大学が地域社会に貢献する事業を推進してい

くことは本学のミッションの重要事項である。学生と地域社会との連携を目的とし

た特色ＧＰ、現代ＧＰの取り組みを軸に小平市を中心とする近隣市との連携を行っ

てきたほか、東村山市からの委託事業である東村山市子育て総合支援センターには、

専任教員やその指導のもと、子ども学部学生がその専門をいかしながら事業に関わ

っている。東村山市からも大学の持つ専門知識、学生ボランティア等の人的資源が

大いに期待されているところである。  
 教育・福祉研究センターは、保育・教育・心理・福祉の分野にわたって公開講座

や講習会を開催し、多くの一般市民、卒業生を含む保育・教育者等の現職者が参加

する事業を行っている。企画や担当講師には本学教員が運営委員会を中心に積極的

に関わり、学外からもテーマに関係する有識者を招聘し、教員や学生が共に学びあ

う機会を提供している。  
 地域人材養成については、平成 20(2008)年度に採択された６大学連携教育支援人

材育成事業に参加し、世代間交流コーディネーター養成講座等の本学の特色ある地

域人材養成講座を実施し、他大学と協力しながら将来的には資格認証も含めた体系

的な講座づくりを目指している。  
 施設開放についてはＪ棟文化創造ホールを中心に、地域の子どもと大人を対象と

した子育て広場を展開するほか、２階講義室を公開講座、シンポジウム会場として

積極的に活用をしている。  
 これらの事業について、教育・福祉研究センターでは「研究年報」を年１回発刊

し情報公開を行っている。これまで１４号を発刊した。また、「地域と教育」「地域
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と子ども学」を学園から発刊し、東村山子育て総合支援センター事業や「子ども学」

に関する本学教員の論文を発信している。白梅子ども学講座については、講座内容

を「白梅子ども学叢書」としてまとめ刊行をしている。事業評価について公開講座

を中心に事業ごとに参加者からアンケートを取り常時課題、問題点を把握するよう

に努め、専任教員全員が参加する研究員会議で意見を集め、運営委員会と事務担当

者で協力しながら改善に努力している。運営委員会へは学外から４人の委員を招聘

し、外部からの意見を運営に反映するようにしている。概ね各講座参加者からの各

講座、事業への評価は良好なものと判断をしている。  
 今後、公開講座の広報宣伝など参加者をより多く募る工夫、企画内容の検討など

が課題として挙げられる。  
 
【基準１０の改善・向上方策（将来計画）】  
 平成 21(2009)年度に採択された文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成事業に

より、地域交流研究センターが活動を開始した。子育て実習室やコミュニティーホ

ールなどの施設を積極的に地域交流研究の拠点として活用する他、発達・教育相談

室事業も開始をされ、地域の発達に問題を抱える子ども、保護者の相談にも応じる

体制をとる。  
 平成 22(2010)年度には子ども学部に家族・地域支援学科が開設をし、地域福祉分

野に貢献する人材を養成していく。学生のみならず、福祉・介護にわたる地域福祉

人材の養成も本学科に期待されるところであり、公開講座、各種講習会の講師や研

究会に本学教員が積極的に参加していくほか、家族・地域支援に関係する講座・シ

ンポジウムを企画し地域に発信をしていく。具体的には、世代間交流コーディネー

ター養成講座を開催し、学生のほか地域からも参加者を募り、様々な世代が地域活

動を担っていく核となる人材養成とカリキュラム開発を行っていくほか、6 月には

明治安田こころの健康財団との共催で「家族・地域支援」をテーマにシンポジウム

を開催し、2 月の介護福祉セミナーでは地域の福祉・介護に関わる人材を対象とし

た研究会を開催していく予定である。  
 白梅子育て広場はＧＰ終了後も学生委員会、教員で組織する委員会を中心に定期

的に開催し、学生と地域をつなぐ実践的取組として発展をしていく。現代ＧＰアー

トワークショップについては平成 22(2010)年度小平市の委託事業として、障害のあ

る子どもの療育支援事業として継続実施をしていく予定である。  
 これらの本学の地域連携に関する活動については、公開講座等の案内送付、ホー

ムページでの情報発信等を工夫することにより、より多くの地域市民に周知される

よう改善をしていく。  
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＜基準１１＞ 社会的責務 

領域：組織倫理、危機管理、広報活動等 
 １１－１．社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされ 
     ていること。 
 １１－２．学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能している 
     こと。 

１１－３．大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備 
    されていること。 

《１１−１の視点》  
◆１１－１－①社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。 

（１）事実の説明（現状） 
 本学は、短期大学とともに、学校法人白梅学園の他の機関、すなわち白梅学園高校、

白梅学園清修中学、及び大学附属白梅幼稚園と同一敷地内にあり、また、それぞれに

密接な連携をとって通常の教育・研究活動を進めている関係上、社会的機関として必

要な組織倫理の整備についても、学園全体として整え、遵守をはかる場合が多い。一

方で、学生の人権擁護、個人情報保護、あるいはコンプライアンス、研究倫理といっ

た領域に関しては、大学独自の規程、委員会組織等を設け、遵守をめざしている。 
 学校法人白梅学園に属する教職員、学生・生徒・幼児並びに関係者の人権を擁護し、

就労及び修学にふさわしい環境を保持するために、「学校法人白梅学園人権侵害の防止

に関する規程」を設けている。ここでは、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・

ハラスメント、パワー・ハラスメント、並びに性別、職種、人種等を理由とした不当

に差別的な言動により相手を不快にさせる行為全般を人権侵害と位置づけ、この防止

のための責任主体、組織体制整備を規定している。すなわち、法人理事長は、この人

権侵害の防止等について統括し、問題が生じた場合、必要な措置を迅速かつ適切に行

う責任を持ち、また、大学学長をはじめ、それぞれの機関の所属長は、本規程で定め

るところの学園人権侵害防止委員会と連携して、人権侵害の防止及び排除に努めねば

ならないとしている。この防止委員会は、理事、大学・短期大学教授乃至は准教授、

高校・中学・幼稚園教諭、さらには事務職員より理事長が指名した委員により構成し、

人権侵害に起因する問題について調査、調停及び紛争解決に当たるとともに、人権侵

害防止のための啓発活動や研修などを行う役割を担っている。さらにこの防止委員会

は、人権侵害に起因する問題について、その事実関係等を調査する目的で、当該問題

ごとに調査委員会を置くことができる。この調査委員会は、防止委員とともに、防止

委員会が必要と認めた、学外者を含む複数の委員によって構成する。また、人権侵害

に関する苦情の申し出や相談に対応するために、相談員を常駐することも定めている。

この相談員は、各機関から２年の任期で、男女比を考慮しつつ理事長が指名する。相

談員は相談の申し出があった場合、申し出た者のプライバシーに配慮しつつ、相談環

境を整え、防止委員と密接な連携をとり、当該問題の迅速な解決に向け適切な処置を

行う責務を担っている。 
 高度情報化・国際化社会の進展の中で、情報の多様な利用拡大とともに、個人情報
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の保護とその厳正な取り扱いについて基本的な原則を定めることが重要となり、とく

に、学生をはじめ教職員の個人情報を取り扱うことの多い学園の諸業務に携わる者の

責務は重要であり、他方、それぞれの個人情報もまた適切に保護され、人権が尊重さ

れる必要がある。これらを果たすために、「白梅学園個人情報保護規程」を定め、理事

長を個人情報保護の総括管理責任者とし、その下に各機関の長を部門管理責任者とし

て規程の履行を進めている。そして、この規程では「学園は、建学の理念であるヒュ

ーマニズムおよび個人の人格尊重の理念に基づき、個人情報保護法および関係諸法令

を遵守し、個人情報を厳正に取り扱い、個人情報の取り扱いに当たっては、本人に人

格および権利を損なうことがないよう、十分に配慮する」ことを定めている。そして、

この具体的な施行に当たって、部門管理責任者は、補佐を選任することができ、また、

必要事項の審議のために個人情報保護委員会を設置することができることとしている。 
公益通報については、「公益通報者保護法」に基づき、「学校法人白梅学園公益通報

規程」を設けて適切に対処している。この規程では、学園の業務に関する事項、ある

いは法令もしくは学内諸規程に違反する行為またはそのおそれのある行為が生じた場

合、あるいは生じようとしている場合、その早期発見及び是正を図るために通報およ

び相談に対処し、また、情報者および相談者の保護が適切に行われるよう必要な事項

を定めている。これにより、通報窓口、通報方法を定め、また通報があった場合の対

処方法を規定する一方で、誹謗中傷等の不正通報の禁止についても明確にしている。

また、通報への適切な対応のために調査委員会を設置することも定めている。 
大学の社会的信頼性と業務遂行の公正性の維持を図るために「白梅学園大学コンプ

ライアンス規程」を設け、大学における適法かつ公正な業務の運営を確保し、教職員

等の法令違反、不正行為を防止している。そして、この目的達成のために、「コンプラ

イアンス委員会規程」を定め、学部長、教務部長、企画調整部長、実習指導センター

長、研究倫理審査委員会委員長、学生人権擁護委員会委員長を委員とし、公益通報へ

の対応をはじめ、コンプライアンスに関する意識向上のための啓発活動、関係諸規程

の整備なども手がけることとしている。 
学生の人権擁護については、「学生人権擁護の指針」を定め、それに基づいて人権擁

護委員会を設置し、また、学生相談体制、相談員体制を整備し対処している。ヒュー

マニズムの精神を建学の理念とする本学では、学問の自由が保障される中で、ここに

集うすべての人々の人権が尊重され、個人の尊厳と両性の本質的平等が保障されなけ

ればならないと強く念じ、また、すべての学生が、心身ともに健康で快適な学園生活

を安心して送れるように環境を整えることに重きを置いている。そして、このような

目的を阻害するあらゆる差別、各種のハラスメント、人権侵害を防止し、また万が一

生じた場合の適切な対処法及びその体制を整えている。 
「学生人権擁護委員会」は、学長が任命する教職員により構成するが、その際、両

性の均衡が保たれるよう配慮することとしている。この委員会はセクシャル・ハラス

メトをはじめとする各種のハラスメント等人権侵害に関する相談、調査、問題解決の

ための指揮を執るとともに、防止・啓発活動、研修の実施、情報収集活動などを役割

としている。人権侵害に関する相談は、人権擁護委員会の意見に基づき学長が任命し
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た男女同数の教職員からなる相談員が窓口となる。また、相談内容の調査には調査委

員会を組織することがある。 
人権問題のみならず学生が日常的に抱えている学習の困難、友人、教職員との人間

関係の悩みごとなどの相談を受け、心理的サポートを行う目的で、学生相談室を開設

している。専任 1 人および非常勤 2 人の臨床心理士が常駐し、学生の悩み解決に向け

た努力を行う体制を整えている。 
大学業務および学生指導のために収集し、管理している学生の個人情報についても、

それが学生個人の権利、利益に関わる情報であり、学生個々人の人格を尊重する観点

からも、「個人情報保護に関する法律」およびこの法律に関する文部科学省のガイドラ

インに沿った慎重な取り扱いを旨とし、利用目的を超えた利用や学生本人の許可なく

情報を他者に提供するようなことがないよう適切な措置を講じ、また、その旨を学生

に開示している。その一環として、学生呼び出しについても、緊急時を除いて、原則

として呼び出しカードを用いることとし、それを含めて個人呼び出しに支障がある場

合は申し出ることができるよう学生に伝えている。 
研究機関である本学の関係者が遵守すべき事項については、「研究倫理指針」を定め、

本学の研究が社会の理解と協力を得て適正に推進されることをめざしている。人間生

活の質的向上に資する学術研究の本旨とともに、学問の自由を前提に、研究者個人の

尊厳および権利が尊重され、倫理的、科学的観点から研究者として遵守すべき事項は、

個人情報の保護、人権の尊重、事前説明と自由意志によるインフォームド・コンセン

トなどであり、この指針ではそれらを明確にするとともに、研究実施者および研究機

関の長の責務を明らかにし、この指針が有効適切に機能しているかどうかの点検を含

め、研究倫理の確立に資する活動を規定し、また、その実際の活動を担う審査委員会

の設置も定めている。「研究倫理審査委員会」は、学部長を中心に、教育・福祉研究セ

ンター、学術情報委員会などから委員を選任し、定期的に会合を開き、研究倫理指針

が適切に機能しているか否かを日常的に点検、審査するとともに、研究倫理の普及徹

底についての情報収集、啓発活動を任務としている。 
 

１１－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。 
（１）事実の説明（現状） 
 社会的機関としての大学に必要な組織倫理に関して、とくに建学の理念との関係か

ら、人権擁護に関わる取り組みは重要であり、学園所属の教職員、関係者、そして学

生・生徒・園児について、包括的規程及びその運用に関わる規程、組織を整えている。

また、個人の権利保障とともに、公益性の確保、個人情報・機密の漏洩防止の措置、

あるいは、公益通報の保障などについても、基本原則を掲げ、管理・運用規則とその

役割を担う組織の整備を行い遺漏なきよう努めている。 
人権侵害防止に関する活動では、規程に従って人権侵害防止委員会を組織し、必要

に応じ委員会を開催し、人権侵害問題の発生について情報収集を怠りなく進めること

はもとより、相談員体制の整備状況の点検、人権侵害防止に関する啓発活動等につい

て協議している。人権侵害防止委員会は、理事の中から理事長が指名した１名を委員
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長とし、大学・短期大学の教授・准教授から理事長が指名した３名、高校・中学・幼

稚園、そして事務職員から、やはり理事長の指名した各１名によって構成されている。 
 教育機関でもある大学の社会的使命として、学生の権利擁護、心身の安全、健康の

確保が重要な事項であるが、これらについて、規程、組織の整備を怠りなく進め、ま

たその機能的な活動も進めている。学生人権擁護委員会は、定例的に会議を開き、学

生の動向についての情報収集を恒常的にてがけ、また、毎年４月のオリエンテーショ

ン期間には、学年ごとに人権に関するガイダンスの時間を設定し、「ハラスメント防止

ガイドライン」を全学生に配布しつつ、ハラスメントの意味、その対処のための相談

体制等について解説を行っている。学生の意識調査も行い、それらを集計、分析した

報告書を作成し、学内外に開示する取り組みも数年おきに実施している。さらに、教

職員に対する啓発活動として講演会を催し、外部講師を招いて、セクシャルハラスメ

ントはもとより、アカデミックハラスメントについての正しい理解を深めるよう努め

ている。 
 研究機関としての大学の日常の研究活動において遵守すべき事項を定めた研究倫理

指針に従って、個人並びに共同での研究計画がこれに抵触していないかを審査する組

織として研究倫理審査委員会を設置し、それぞれの研究機関の長の諮問に応じて委員

会を開催し、審査を行っている。委員は、学部長、教育・福祉研究センター長及びセ

ンター運営委員１人、学術情報委員会委員長および委員１人で組織し、進行中ないし

は終了後の研究について、その適正性、信頼性確保のための調査を行い、倫理指針に

適合しているか否かを審査し、研究機関の長に答申することとしている。 
 
（２）１１－１の自己評価 
 建学の理念であるヒューマニズムの精神を、学園全体として取り組む研究・教育活

動のあらゆる側面で如何なく発揮し、その徹底を図る努力を続けているが、とりわけ

社会的機関、教育機関としての本学の使命に鑑み、学園内の教職員、関係者はもとよ

り、学生、生徒・園児の人権の保障には万全を期し、それが阻害されることのないよ

う、また、万一そういった事態が発生した場合の適切な対応処置について、必要な組

織を設置し、規程を設け実践する体制を整えている。 
 とりわけ学生の人権擁護については、相談員制度を整備し、人権侵害に関する問題 
に日常的に対処する体制を整え、有効な機能を果たしている。学内外でのセクシャル

ハラスメント、アカデミックハラスメントに類する相談に真摯に対応することにより、

学生の悩みや対処法について応えることができ、それ以上の人権侵害の抑止に効果を

発揮している。また、ガイダンス等による人権意識の啓発により、人権に対する関心

を抱かせ、教育・研究を通しての社会との関わりの中で、その大切さを学び、実践に

活かす効果も少なからず果たしている。学生アンケートなどの調査報告を積極的に開

示する取り組み等も、そのような機能を高める一助となっている。 
 社会的機関としての大学である以上、公益性の確保は重要な事項であり、そのため

の公益通報の保障を規程化している。また、多くの個人情報を扱う機関としての特性

に鑑み、個人情報保護に関して精細な規程を設け、他の機密漏洩防止とともに、十分
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な管理システムを整備している。学生呼び出しの掲示、成績評価の伝達など、個別面

接結果等の扱いについてとくに注意を払い管理を厳格に行っている。 
 研究倫理に関する取り組みでは、とくにアンケート調査など実態調査を実施する研

究領域が多いので、アンケート項目や趣旨説明、回収時における機密性の確保等につ

いて遺漏がないようチェックを行う体制を整え、実施中あるいは実施後に適切に運用

できるよう規程を設け実施している。これまで申告されたものについては、適正に実

施されていることが確認されているが、研究活動全般にチェックが行き届いているか

どうかを確認するシステムがまだ不十分で課題を残している。 
 これら組織倫理、研究倫理、人権擁護等に関する種々の規程及び実行組織について、

その根本精神が生かされ、規程にそって活動が適正に行われているかを日常的に点検、

評価し、問題がある場合は改善を促す機関としてコンプライアンス委員会を設けてい

るが、取り組みが不十分であり、個々の領域、部署における組織運営に委ねている場

合が多く課題として残されている。 
  
（３）１１－１の改善・向上方策（将来計画） 
 全体を統括し、問題点を摘出し、改善をほどこすべき役割のコンプライアンス委員

会が、定例的に委員会を開催し、各部門、領域における人権擁護、公益性の確保、プ

ライバシー保護、研究倫理の貫徹が適正に行われているかどうかを検証し、改善点を

洗い出し、必要な場合に是正措置を行う。また、各領域においても、学園全体の人権

侵害防止委員会、あるいは大学における研究倫理審査委員会などについても、定例会

議として、日常的にその役割を果たせるよう図る。 
 

《１１−２の視点》  
◆１１－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能してい

るか。 
（１）事実の説明（現状） 
 学内外での災害発生等緊急事態に対応する組織体制として、発生した事態に即した

緊急対策要綱を定めている。 
 国内で甚大な災害が発生した場合は、学長を中心に学部長・副学長、保健センター

長、学生部長、教務部長、募集対策本部長、企画調整部長により構成する緊急対策会

議を招集し、迅速かつ適切に所要の措置を講じる体制を整える。 
 次いで、近隣での甚大な災害発生が確認された場合は、理事長を中心に、事務局長、

学部長・副学長、保健センター長、学生部長、教務部長、募集対策本部長、企画調整

部長を構成員とする、緊急対策本部を設置し、迅速な情報収集をはかり、一方で、近

隣諸機関との連絡・連携を密にし、有効適切な所要の措置を講じる。 
 学園内で甚大な災害が発生した場合は、理事長により非常事態宣言を発令し、事務

局長、学長、校長、園長が各部署を指揮、統括し、可及的速やかに事態の収拾を図る

所要の措置を講じる体制を整え、災害の拡大を防ぐとともに、被害を最小限にくい止

める手だてをほどこす。 
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 尚、大学内で重大な事故、災害、あるいは緊急事態が発生した場合は、学長を拠点

に、理事長に状況報告を行い、理事長から、高校・中学校長及び幼稚園長に通達され

るルートが整備されている。それと同時に、学長を拠点に企画調整室を経由して、３

つの伝達ルートが整えられている。一つは、学生部長、さらには学生課、教務課を通

じて複数の手だてで学生に情報を伝達するルートである。また、もう一つは、学長・

企画調整室から全教職員に情報伝達し、それがゼミ担当、担任などを通して学生に伝

えられるルートである。さらに一つは、学長・企画調整室から保健センター長を経て、

保健所、行政組織に通達されるルートである。 
 緊急発生のそれぞれのレベルにおいて、緊急対策会議等での決定、指示事項は可及

的速やかに、全学に伝達されるが、その方法は、学内掲示、ホームページ、各学生へ

の連絡メールシステムの全てを用い、重層的に行い、漏れのないよう徹底を期するこ

ととしている。 
 地震対策としては、大学に地震災害対策委員会を設置し、地震発生時の救急災害へ

の対処等につき万全を期している。この委員会の委員長は学長、副委員長は学部長・

副学長、学生部長、教務部長、企画調整部長がつとめ、委員は、各学科主任、研究科

長、図書館長、各課長によって構成し、大学全体の諸部門、諸領域を横断的に結集し

ている。また、各研究室、特別教室、図書館、各センター、寮、そして全教室、施設

について、漏らさず火元責任者を確定し、日常的に火気の点検、管理を行っている。 
 さらに、地震・火災時等の防災組織も整備し、学長を防災対策本部長とし、学部長・

副学長、学生部長、教務部長、企画調整部長を副隊長に配し、その下に以下の諸班を

置いている。通報連絡班は、教務部長・課長を責任者とし、各学科主任、図書館長、

寮指導員で組織する。用度班は、学生部長・課長を責任者とし、各課長を中心に組織

している。非常収納班は、各課職員が中心となって組織し、消火班は、２０人近い教

員によって組織し、法人事務局と合同して初期消火等に当たることとしている。救護

班は、保健センター長をチーフに、保健師の指示の下に、２５人ほどの教員を配し、

緊急時の傷病人の救護活動を担う。誘導班は、学生部長・課長を責任者として、各学

科の授業担当教員が責任を持って学生の誘導に当たるとともに、各棟ごとに複数の人

員をあらかじめ配置し、諸処の誘導責任を担う体制を整えている。 
 
（２）１１－２の自己評価 
 防災対策本部は、必要に応じ年ごとにメンバーの入れ替え、組織の編成替えなどを

行い、更新を重ねつつ、緊急時への対応を図っている。また、年に１度、防災訓練を

行い、組織編成の有効性、組織的行動の点検を行い、地域消防署の指導、講評を得て、

成果を確認する活動を行っている。平成 21(2009)年は学園全体の合同防災訓練を予定

していたが天候不順のため実施されず、大学・短期大学のみの防災訓練を実施した。

防災本部隊長は学長が、副隊長は学部長が当たり、各機関の長が、それぞれ通報連絡、

避難誘導の責任を負った。１１時２０分に地震発生、学園内で火災発生したとの想定

で、緊急避難通報が非常用放送設備を用いて同時に全学園内に流され、その指示の下

に、授業中の場合は担当教員の、それ以外の場合は、施設責任者の指示に従って、グ
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ランドに避難、集合する訓練を行った。 
 緊急対策については、今般の新型インフルエンザの発生に際して、緊急事態発生連

絡網を通じて、全学生、教職員への情報及び指示の伝達を行い、大きな問題なく事態

への対処を果たすことができ、この有効性を確認することができた。教職員はもとよ

り、学生全員に、この緊急連絡網を伝達し、また、常に大学ホームページでの情報収

集を励行するよう連絡を行い、とくに、マスクの着用、手洗い、うがいの励行、さら

には感染予防対策として保健センターが配布した「新型インフルエンザの基本情報」

を参考にするよう指示を徹底したことにより、休講措置の伝達を含め、緊急対策本部

発の確かな情報が行き渡ることにより、大きな混乱、動揺を回避することができた。 
 地震をはじめとする不時の緊急災害に対しても、これら対応策が有効に機能し得る

よう、日常的な訓練等を計画的に行うことが課題である。 
 
（３）１１－２の改善・向上方策（将来計画） 
 防災本部が、本当の緊急災害時に十分機能し得るかどうか、より確実なものにする

ために、さらにシュミレーションと模擬訓練の機会を増やす計画を樹立する。また、

リアリティのある訓練実績を積むためには、大学のみならず、同一敷地内にある他の

機関との合同訓練を日常的に行うことが重要であり、そのためのプランづくりを早急

に手がける。 
 

《１１−３の視点》  
◆ １１－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が

整備されているか。 
（１）事実の説明（現状） 

 研究成果そのものは「白梅学園大学・短期大学紀要」と「研究年報」を中心に公表

することができる。いずれも、投稿規程が定められ、また、公選により組織された編

集委員会により、規程に沿って公正に行われる査読、審査を経て掲載される。それぞ

れ、年１回発行で、論文を中心に研究ノート、資料解説など定められた分類に従って

ジャンル分けされる。情報処理センターの機関誌「情報教育研究」も投稿規程、審査

規程を設け、情報教育に関する論文、情報機器を用いた教育実践事例などの発表機会

として活用されている。その他、学園広報誌の「地域と教育」、「地域と子ども学」あ

るいは実習指導センター機関誌の「実践報告集」なども定期刊行されており、審査規

程等は設けていないが、編集方針に沿った依頼原稿を主に、一部投稿論文も掲載し、

研究成果の公表に役立っている。 

 これら研究成果の発表機会の確保とともに、これ以外の学会誌や研究雑誌等に掲載

された論文、あるいは研究書としての刊行、学会等での研究報告など、所属教員の研

究成果は、「研究年報」の業績一覧に毎年更新し、学内外に広報することを義務づけて

いる。この「研究年報」および「白梅学園大学・短期大学紀要」は、図書館報「はな

みずき」とともに各号ホームページ上の「白梅の研究」で内容を閲覧することができ

る。また、著書については、学内広報誌で、年２回発行の「プラムタイムス」に近著

‐95‐



白梅学園大学 
 

- 97 - 
 

紹介のページを設け、概要とともに紹介している。図書館報の「はなみずき」にも同

様の欄が設けられており、ここでも著書を中心に研究成果を公表している。 

 

（２）１１－３の自己評価 
 研究成果の発表機会は、年１回発行の２つの定期刊行物により一定保障され、また、

論文内容等についても適正な審査基準と審査方法により検討が加えられ掲載される形

をとっている。この他、実習指導、情報教育等個別の専門領域に関しても、実践事例

を含め、成果発表をする場が設けられており、学園広報誌なども含めると研究成果の

公表には一応の機会が保障されている。しかし、研究に従事する人員と毎年蓄積され

る成果の量との対比では必ずしも十全ではなくより一層の充実が求められる。 
 教育・研究成果を学内外に適正に公表するシステムとしては「教育・福祉研究セン

ター年報」の逐年の業績一覧があり、また、それをホームページ上に公開することに

より、より広く成果報告の役割を果たしている。また、学園広報誌等を通じて、著書

を中心に成果の紹介も逐次行われている。個別専門領域における個人単位の研究成果

と並んで、最近は共通テーマによる共同研究、あるいは共同しての教育実践が多くて

がけられており、それらの成果の公表に関して、これまでとは異なった成果報告の形

が模索される必要がある。 
 
（３）１１－３の改善・向上方策（将来計画） 
 教育・研究に従事する人員は増加しており、また、旺盛な教育・研究活動の結果、

その成果報告の機会の拡充が要請されている。この現状に鑑み、学長を中心に法人と

の協議を行い、教育・福祉研究センター、学術情報委員会とも連携して、紀要及び研

究年報に加え、新たな発表機会の確保を計画的に進める。その場合、定期刊行物とい

うより、テーマごとの研究、教育実践事例の成果報告集などの刊行を逐次行うことが

できるよう、編集、出版体制の整備を進める。 
 教育・研究成果の公表に関する広報活動としては、個別研究成果の一覧表示のみに

とどまらず、個々の教員の教育・研究成果、そして共同で進めている教育実践や研究

活動成果を独自の刊行物として集約し、デザイン、広報することができるパンフレッ

ト、小冊子作りについて、法人との協議機会を経て学長を中心に教育福祉研究センタ

ーと連携して企画立案を進める。 
 
【基準１１の自己評価】 
 人権の保障には万全を期し、必要な組織を設置し、規程を設け実践する体制を整え

ている。個人情報保護に関して精細な規程を設け、他の機密漏洩防止とともに、十分

な管理システムを整備している。 
 研究倫理に関する取り組みでは、適切に運用できるよう指針を設け委員会組織によ

って実践しているが、研究活動全般にチェックが行き届いているかどうかを確認する

システムがまだ不十分である。 
 防災対策本部は、組織の編成替えなどを行い、更新を重ねつつ、緊急時への対応を
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図っている。また、年に１度、防災訓練を行い、組織編成の有効性、組織的行動の点

検を行っている。緊急対策については、緊急事態発生連絡網を通じて、全学生、教職

員への情報及び指示の伝達を行っている。地震をはじめとする不時の緊急災害に対し

ても、これら対応策が有効に機能し得るよう、日常的な訓練等を計画的に行うことが

課題である。 
 研究成果の公表は一応の機会が保障されているが、より一層の充実が求められる。 
共同研究に関しては、これまでとは異なった成果報告機会が必要である。 
 
【基準１１の改善・向上方策（将来計画）】  
 人権侵害防止委員会、研究倫理審査委員会などを定例的に開催するとともに、人権

侵害、公益通報、個人情報保護、研究倫理審査などが、常に円滑に、適正に進められ

ているかを点検するためにコンプライアンス委員会の定例開催を実施する。 
 防災本部は、模擬訓練の機会を増やし、同一敷地内にある他の機関との合同訓練を

定期的に行うためのプラン作りを進める。 
 学長の指揮の下、教育・福祉研究センターと連携し、紀要及び研究年報に加え、新

たな発表機会の確保を計画的に進めるが、その際、とくに、テーマごとの研究、教育

実践事例の成果報告集などの刊行を企画・立案する。また、その一環として、教育実

践や研究活動成果を独自の刊行物として小冊子のような形で発表する取り組みを計画

的に進める。 
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Ⅳ. 特記事項 
１．教育・福祉研究センターの取り組み 
 白梅学園大学・白梅学園短期大学教育・福祉研究センターは、本学の建学の精神に基づ

き社会の発展と福祉に貢献するため、本学の教員および学外からの協力を得て、特色ある

共同研究および個人研究を推進し、その成果を社会に示すとともに、地域の市民の福祉と

生涯学習に資する事業を行うことを目的とし設立された。 
 主な事業としては、 
（１）個人研究、共同研究等の推進 
（２）研究会、セミナー及び講演会等の開催 
（３）子育て支援、生涯学習支援および教育・発達相談等の地域サービスの実施 
（４）教育・福祉にかかわる地域連携事業の推進 
（５）「研究年報」等の発行 
（６）その他、教育・福祉研究に関する事業 
 などがある。 
 研究助成：研究活動推進のために、学内公募による研究費助成金（総額５００万円）を、

個人研究、共同研究に対し毎年給付している。平成 21（2009）年度の応募申請は、個人研

究５件、共同研究１３件、その他に子育て広場活動・小平地域に於ける子育てネットワー

クに関する研究への特別支援を行った。助成を承けた研究活動の報告は、「研究年報」第

１５号に掲載予定。 
 研究年報：「研究年報」第１４号（２００９年７月３１日付）発行 
 公開講座：平成 21（2009）年度に行った公開講座としては、以下のものがある。 
・第１１回生活の中のカウンセリング（全 5 回）：思春期までを含む子どもたちの育ちへ

の対応を、発達臨床心理学から考える企画。 
・第３回白梅子ども学講座（全４回）：子ども学研究所との共同開催。「子ども学‐対象

をめぐる課題の探究と子ども学への期待」をテーマに講演会を行った。講義録を製本し「白

梅子ども学叢書」として刊行している。 
・第１５回白梅保育セミナー：講演及び分科会形式による研究会。リカレント要素を含む。 
・第８回白梅介護福祉セミナー：「持続可能な福祉社会」をテーマに講演とシンポジウム。

本センター嘱託研究員が関わる学外研究グループとの共同開催。 
・第６回家庭科の保育と保育者養成の保育をつなぐシンポジウム 
・白梅心理学セミナー（全 7 回） 
・特別支援教育実践講座（全 4 回） 
・教員免許状更新講習会（小学校免許２コース、幼稚園免許１コース） 
・介護技術講習会（１回 4 日間 各 4 回） 
・保育子ども学研修講座（新潟、仙台） 
・家族・地域支援学科開設記念シンポジウム 
・子どもの在宅医療と地域支援シンポジウム 
・保育フォーラム（明治安田こころの健康財団共催） 
・ＮＰＯ推進こだいらセミナー（武蔵野美術大学・嘉悦大学・こだいらボランティアセン
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ター・ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワーク共催） 
 

発達・教育相談室：恒常的な相談活動のための態勢作りを計った。平成 22（2010）年度、

本格開設のための諸準備（専任相談員の新規採用・規程の整備など）を進めた。 
子ども学研究所：子ども学部を立ち上げた平成 17（2005）年に子ども学研究所を設置し

た。子ども学研究所は、本学が長年にわたり培ってきたヒューマニズムに基づく教育・研

究の成果の上に立ち、「子ども」の育ち、および「子ども」を取り巻く生活・教育・文化・

環境等に関する今日的な問題に対し、多様な角度から研究を進め、新たな「子ども学」の

確立を図ることを目的に設置された。昨年度の主な研究は、以下の通りである。 
・研究1 子ども学の系譜を探る 
日本における「児童学」の流れを主導してきた研究者からの聞き取りを行い、児童学の持

ち得た、また持ちうる子ども研究の可能性を探る。 
・研究2 父親・母親のライフスタイルと家族の健康に関する縦断調査 
乳幼児の父母子関係や仕事と家庭のバランスなどについて、妊娠期から5歳時点までの質

問紙による調査研究を実施し、データ解析と検討を行う。 
・研究3 CAREプログラムの検討 
米国シンシナティ子ども病院の F.Putnam のチームが開発した心理教育的介入プログラム

CARE(Child-Adult Relationship Enhancement)の実践および改良に関する研究。プログラムの

対象は親・養育者のほか、施設や保育・教育などの子どもとかかわる現場の大人全般を含

む。 
 
２．実習指導センターの取り組み 
 白梅学園大学・白梅学園短期大学実習指導センターは、本学に子ども学部子ども学科が

開設されると同時に平成 17（2005）年 4 月に発足し、５年間が経過した。 
 子ども学科の幼稚園、保育所、施設、小学校、社会福祉士、そして博物館の実習、保育

科の幼稚園、保育所、施設実習、専攻科福祉専攻、福祉援助学科など合計で 20 を越える

実習を取り組んできた。学科との連携を密接にとり全体を統括するために、専任の実習講

師を配置し、立ち上げられた。 
 実習指導センターの目的は「本学の建学の精神であるヒューマニズムに基づき、大学及

び短期大学と保育・教育・福祉の実践現場との連携を図りつつ、充実した実習指導の推進

を図ること」とされている。5 つの事業として、 
（１）理念及カリキュラムの研究・調査 
（２）実習指導計画の策定、指導及び評価 
（３）実践のための実践現場との交流・研究 
（４）センターの活動に関する機関紙の発行 
（５）その他、センターの目的を達成するために必要な事項 
を掲げている。 

各実習指導においては、学部・学科の実習担当教員と連携した実習指導を行っている。

実習オリエンテーションの内容の充実、具体的な実習指導のあり方については、連携した
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体制がつくられつつある。実習先への訪問、学生への実習日誌指導、反省会の指導などは、

実習センターが指導的役割を果たしながら、全教員が参加する形で進められている。 
 現在、実習指導センターでは、以下の会合を設けている。実習指導センター全体の運営

について検討する実習指導センター運営委員会、実習ごとの各部門会議（保育部会、小学

校実習担当者会議、社会福祉士実習担当者会議、幼稚園実習担当者会議等）、実習指導者

連絡会議（合同会議）、実習センター内のセンター会議、他に必要に応じて開催する実習

関連の会議、学科会議（への参加）等がある。 
月 1 回の運営委員会の定期開催、合同会議の開催、各部門会議等、必要に応じて開催さ

れてきた。これらの会議は、主に各学部・学科の実習担当者、実習講師が参加メンバーと

なる。 
実習指導センター内のメンバーによるセンター会議（センター長・実習講師・事務）は、

頻繁に（月に数回程度）開催されてきた。教授会の報告や実習指導及び実務について、報

告・協議をする体制の基礎は、整備されてきたといえる。実習講師が、必要に応じて各学

科会議へ参加できる条件をつくり、実習中の学生指導を充実させることも有意義である。 
実習指導センターの現状と役割を、学内にわかりやすく伝える広報活動も進めている。

学生用掲示コーナーの改善や、学内教職員向けの「実習指導センターニュース」を発行し

てきた。また、資料の整理をすすめ、学生が活用できる実習関連の雑誌・資料の閲覧コー

ナーを充実させた。 
対人関係やコミュニケーションに問題をもつ学生や、実習直前になり不安感を訴える学

生など、メンタル面での課題をもつ学生への指導も実習指導センターが中心に行ってきた。

不十分さを残しているが、平成 21（2009）年度は、保健センター・学生相談室との連携

体制をもち、学生相談室講師と実習講師とによる学習・懇談をもつことができた。また、

センター内の机等の配置を変更し、学生の個別指導・相談が可能となるスペースを確保し

た。  
 実習施設との連携を深めるために、平成 21（2009）年度「実習打ち合わせ会」が開催

された（幼稚園・保育所・施設―子ども学科・保育科 1 月、介護―福祉援助学科 12 月）。

実習先と本学教員が、実習指導にかかわる意見交換等を進めるために、毎年開催されてき

ている。 
 各学部・学科の実習担当教員、専任教員が、本学での実習教育の実践の中から、テキス

ト・冊子を生み出した。本学の教員が執筆し、実習指導で用いられているテキスト・冊子

としては、次のものがある。無藤隆監修、鈴木佐喜子・師岡章編集『よくわかる NEW 保育・

教育実習テキスト』、診断と治療社、2008 年。このテキストは、幼稚園・保育所・施設実

習・小学校教育実習などのオリエンテーションの授業で使用されている。また、白梅学園

大学子ども学部『小学校教育実習の手引き』は、小学校実習の指導において使用されてい

る。本学の教員が実習教育にかかわりながら、テキスト・冊子を作成してきたことの、積

極的意義と価値を強調したい。 
 また、実習講師には、専門性を発揮した実習指導の質的向上が常に求められている。平成

21（2009）年度からは、教育・福祉研究センターの研究助成を受け、実習指導センターとし

て初めて共同研究「専門職養成における実習指導の位置―事前・事後指導の諸課題の探求―」
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に着手した。研究の主たる目的は、以下の3点である。第一は、研究を通して専門職養成に

おける本学実習指導の課題を考察し、各実習指導の質的向上をめざす契機とすること、第二

は、実践現場が求める専門職養成の課題を追究すること、第三には、本学実習における事前・

事後指導の現状を分析し、解決すべき諸課題を明らかにすることである。共同研究全体のテ

ーマを具体化した各論テーマは、次の通りである（括弧内は担当者）。 

「実習の事前事後指導の現状分析」（近藤幹生） 

「専門職養成教育におけるソーシャルワークの必要性―実習指導を通して―」（齋藤知子） 

「幼稚園現場を伝える実習指導−指導案作成過程の検討―」（山路千華） 

「介護実習を通した介護福祉士像―学生の考える『なりたい介護福祉士とか』―」（田口潤） 

「求められる介護福祉士像―実習指導者の考える介護福祉士とは―」（古川潤子） 
共同研究への取り組みを継続し、実習指導の課題を導き、本学実習教育の質的向上をめざ

すことが、求められているといえるだろう。 
 
３．東村山市子育て総合支援センター「ころころの森」の取り組み 

学校法人白梅学園は東京都東村山市からの委託で、平成 20（2008）年 10 月から、同市

子育て総合支援センター「ころころの森」をオープンし、その運営にあたってきた。これ

は、地域貢献と同時に、その実践を通じて白梅の教育・研究に生かし、より実践的な人材

養成につなげていこうという取り組みである。 

（１）設立経過 

東村山市から平成 18（2006）年 12 月に「子育て総合支援施設を作りたい。白梅学園と

して中身の案作りと運営も引き受けてもらえないか」という提案が白梅学園大学に持ち込

まれた。東京都所有の旧・東村山保健所を、条件付きで東村山市が払い下げを受けた。東

村山市としては、ニーズの高い子育て支援の拠点としたい、その中身の案作りと運営を白

梅学園大学にお願いしたいという提案だった。 

 本学にこの話を持ち込んだ理由として、既存の子育て広場の屋根付き施設だけにとどま

らず、相談やセミナーもでき、街づくりの拠点として位置づけられるような幅広い施設に

したいということにあった。依頼された理由として、特定の社会福祉法人やＮＰＯよりも、

保育系の大学に委託した方が、幅広い子育て支援のノウハウが期待できること、本学の教

員が同市の高齢者ケア計画や次世代育成支援計画づくりに関わってきたこと、同市の隣の

小平市にある本学が保育・子ども学の教育・研究の拠点であることなどがあげられる。 

 さらに市から、この施設の機能として①子育て家庭が集える広場②子どもの遊び場③子

育てサークルの活動の場④地域の子育て情報の提供⑤子育て関係講座・学習会の開催⑥子

育て相談⑦子育て関係ボランティアの養成と東村山市内在勤の保育者研修―との具体的な

提案があった。 

 このプロジェクトについて、白梅学園として学内検討委員会を平成 19（2007）年１月立

ち上げた。厚生労働省雇用均等児童家庭局少子化対策企画室や他の全国先進事例について

の聞き取り調査を実施した。その結果、次のような結論に至った。 

① 地域貢献(地域のニーズに大学が応えていく時代) 

② 教育・研究への活性化(「子ども学」は地域とのかかわり抜きに成立しない) 
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③ 幅広い子育て支援ができる人材養成につながる(保育＝個別処遇論から脱却し、地域の

ニーズ、少子化対策としての子育て支援の重要性、制度政策を理解した上での子育て

支援コーディネーターを養成する) 

④ 行政との信頼関係(「安上がりの行政」ではなく、市民、大学との協働を本気で取り組

もうとしている) 

さらに新たな施設については、 

・遊び・文化の場(プレイエリア) 

・相談・情報の場(談話室、相談室) 

・「ひとづくり」「まちづくり」「福祉文化事業」 

・相互交流の場(ＮＰＯ、子育てグループ) 

・連携の場(イベント、共催企画) 

―という５つの柱とすることになった。また、 

① 東村山市にすでにあるさまざまな子育て関連施設、資源(子ども家庭支援センター、幼

児相談室、一時預かり、子育て広場などでの取組)とできるだけ重複しない独自性をも

たせる。 

② 子育てにかかわる多くの人が集い、まちづくりにつなげる場とする。 

③ 主に 0、1、2 歳の乳幼児の親子を対象にする。 

④ 市、ＮＰＯ市民、大学による三者協働を具体化する。 

⑤ 白梅らしさ(教育・研究の実践の場)はもちろん出すが、おしつけがましくならない、メ

ニュー過多にならない「くつろげる場」を優先させる。 

 以上の特徴を持つ施設として、具体化していくことにした。 

（２）なぜ「子育て総合支援施設」なのか 

 この考えに基づき全国的にもユニークな「子育て総合支援施設」を作ろうとしたのは、

保育所に通園しない、できない親子への支援が今まで立ち遅れていたということが、大き

な理由である。 

 保育所の入園を希望する待機児童がなかなか減らない。とくに東村山市も含めた東京、

大阪などの大都市部は深刻さを増している。認可保育園に入所できた場合、保育料は自治

体によって差はあるが一般的には低い水準ですむが、認可保育所に入所できなかった場合、

高い保育料とサービスの水準もまちまちな無認可保育所に入るか、あるいは別な形の保育

サービスに頼ることになる。公平性という面から見ると、結果として認可保育サービスを

受けられる家庭と受けられない家庭との間に大きな格差を生むからである。 

 東村山市は財政事情が東京都多摩地区 26 市の中でも指折りに厳しい。それでも「ころこ

ろの森」を作ろうとした背景には「保育園に通えない親子の支援を」という思いが、市の

担当者や私たち白梅学園の関係者には共通してあった。 

それは私たちだけではなく、市民、子育て支援に関わるＮＰＯの人たちも同じだった。 

市議会で承認されたのを受けて、市は平成 19（2007）年 9 月から市民懇談会を立ち上げ、

中身作りについて議論を深め、平成 20（2008）年 3 月「旧多摩東村山保健所２階フロアー

活用に関する懇談会」報告書という形でまとめ、大筋で市、市議会で認められ、平成 20（2008）

年 10 月オープンとなった。 
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（３）教育・研究へのメリットと地域貢献 

「ころころの森」には以下のような特徴が挙げられる。 

一つは行政、大学、市民という三者協働による子育て総合支援施設を立ち上げたことで

ある。 

もとより、法律、制度の中で運営される行政と大学、市民が望む中身、運営の在り方と

は相容れないものも出てきた。市民、ＮＰＯと大学との間でも意見が食い違うことも出た

が、さまざまな違いを乗り越えて、運営を軌道に乗せつつある。 

スタートしてから２年余りの実績を振り返ると、親子の利用者は一日平均 100 人を常に

超え、平成 22（2010）年の年明けになってからは 200 人を超える日も珍しくない。平成 22

（2010）年度の利用実績は資料のとおりであるが、登録者数は 4,863 人となり、利用者総

数は、40,846 人であった。親子が集い、憩える場としての広場利用が中心だが、白梅の教

員たちによる母親講座や子育て相談、子育てサポーター研修などの幅広い事業も定着して

きた。単に集える広場機能だけでなく、地域のニーズに沿った役割を果たしつつある。 

 大学にとって、この運営に関わることは教育・研究にさまざまな効果を生みつつある。 

白梅学園大学は平成 17（2005）年度に子ども学部子ども学科を開設したのに続き、平成

21（2009）年度に子ども学部発達臨床学科、平成 22（2010）年度に同学部家族・地域支援

学科を新設した。こうした学部・学科の再編により、白梅学園は、子ども学の教育、研究

の場、拠点として、さらに充実させていかねばならない課題を抱えている。 

地域貢献、地域連携も白梅学園にとってますます重要になってきた。 

子ども学そのものが理論、方法、体系において緒に就いたばかりであること、子どもや

子育て支援、地域との関わりの中で研究、教育を深めるという、すぐれて実践的な学問で

あるからである。地域の子育て支援のニーズも多様化し、強まっている。 

こうした中で、白梅学園は子ども学の研究・教育機関として、地域の子育て支援ニーズ

に答えていくと同時に、「保育の白梅」として、長年培ってきた研究、教育の実践を生か

しつつ、さらに子ども学、地域学研究を深める新たな足場を得ることができた。 

大学、短大、及び大学院のゼミ、授業の一環として「ころころの森」を利用する頻度も

高まり、卒論のテーマにも取り上げる学生たちも出てきた。教育、研究にとってもプラス

になる成果を出しつつある。子育ての場の提供というだけでなく、孤独になりがちな大都

市部の親子に接し、子育ての厳しい現実とその支援の重要性をじかに知ることができるか

らである。 

運営面でも、実際に子育て支援に関わり、実績を上げているＮＰＯのメンバーはマネー

ジメントにも慣れており、事務局の一員として位置づけられ、事務局会議で問題点や課題

を話し合うことで、次第に三者協働の運営体制も軌道に乗りつつある。 

 「三者協働」をさらに実りあるものにし、教育・研究面での実を上げていくために、大

学としてさらにきめ細かい実践と議論を積み重ねていきたい。 

 

４．「アートでつくる障害理解社会の創成」の取り組み 
 白梅学園大学・白梅学園短期大学は平成 19（2007）年度、文部科学省が公募した現代

ＧＰ（現代的教育ニーズ取組支援プログラム）で「 アートでつくる障害理解社会の創成－
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学生参画による発達障害児支援アートワークショップと親キャラバン隊の取組－」を申請

し採択され、平成 19（2007）年 10 月から平成 22（2010）年４月までの２年半のプロジ

ェクトを行った。 
発達障害のある子どもたちや気になる子どもたちが保育や小学校の現場で目立って増

えている中で、この取り組みは発達障害のある子どもたちとその家族が暮らしやすい地域

づくりと、それを担える人材の養成をめざしたものだった。 
従来より本学は、大学と短大の連携を積極的に行い、大学子ども学部、短期大学保育科、

心理学科、福祉援助学科といった分野の異なる学科の交流によって、分野を超えた学習に

取り組んできた。これらの本学の特徴を活かして、本取組みでは、障害理解社会の創成に

向け、主に３つのアート活動に取り組んだ。 
（１）「発達障害のある子といっしょにアートワークショップ」プロジェクト  

アートワークショップでは、造形、ダンス、音楽、クッキング（食育）ワークショップ

を実施した。各ワークショップは毎月 1 回程度実施し、アートワークショップでは、障害

のある子どもと学生がペアを組み、楽しく活動、発達障害のある子どもたちが、のびのび

と自己表現できる場となることをめざした。 
また、各ワークショップ開催と同時に、発達障害児の親同士が対等な立場で問題解決し

援助し合う、親ピアカウンセリングの場を設け、親自身が地域社会の変革に主体的に関わ

ろうとするようなエンパワメント活動も同時に進めた。 
（２）「発達障害児の親といっしょにキャラバン隊」プロジェクト 

アートキャラバン隊では、地域の小学生に向けて、障害の理解をアート活動（劇やロー

ルプレイ、障害模擬体験等）を通じて進めた。学生が、小平市内などの小学校に出向きニ

ーズを把握し、小学生が理解しやすいプログラムを開発し、発表した。 
平成 20（2008）年の 7 月からは小平市立第一小学校をモデル校として、学生たちが定

期的に出向き、校内のバリアフリー化、発達障害児を支援するワークショップや学習の手

助けなどの取り組みも始めたのを皮切りに、小平市立鈴木小学校など支援の申し出がある

学校に出向き、発達障害児支援の取り組みを広げてきた。 
 親キャラバン隊にあたっては、障害のある子どもの保護者が学生指導に加わる体制を作

って行った。親が抱えるニーズをスタッフの親を通して聞き取りし、ニーズ把握力、およ

び共感力を培った。 

具体的には、あきるの学園特別支援学校の親たちが進める土曜日の余暇支援活動のうち、

1 コマを学生たちのキャラバン隊が担うこととして、親たちの希望、子どもたちの日常の

遊びの実態、学校教育の役割などを学習し、ニーズに合わせた事前準備、教材作成、遊び

の練習をし、本番では有意義な一日を子どもと保護者と活動することができた。これによ

りニーズ把握力、コラボレーション力、企画力、共感力を培った。 
（３）講演やイベント 

さらに、学生と地域に向けた障害理解を進めるための講演会やイベント活動等にも取り

組んだ。 
平成 19（2007）年度は野沢和弘・毎日新聞論説委員(全日本育成会手をつなぐ親の会権

利擁護委員長)、日詰正文・厚生労働省障害支援専門官、石井哲夫・元白梅学園短期大学学

長らの講演、｢ＴＢＳドラマ『だいすき』に出てみた！―知的障害のある人たちと語ろう 恋
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愛、結婚、子育てのこと｣を催し、「だいすき」の出演者と学生たちと交流も行った。 
 平成 20（2008）年５月には、子ども学科一年の基礎ゼミの授業に視覚と聴覚の重複障

害者である福島智・東大先端科学研究センター准教授を招き「障害理解社会を進めるため

に」と題して講演をしてもらった。重い障害を抱えながら、研究者として障害者理解を進

める研究や実践に全力で取り組む福島氏の姿に学生たちは大きな感銘を受けた。 
（４）その他のプロジェクト 

3 年目には、２つのアート活動の成果として、障害のある子どもたちと障害のない子ど

もたちが、玉川上水沿いの小平グリーンロードを展覧会場に、子どもアートストリートギ

ャラリーを実施した。現代 GP の成果発表を目的にストリートギャラリーが開催され、新

聞にも掲載された。１ヶ月に及ぶ屋外展示会で反響を呼び、小平市、商店街、高校、美術

大学の協力を得て、活動内容を広く知らせることができた。後に、ストリートギャラリー

の開催から、地下トンネル壁画の依頼を受け、ここでも地域の小学生を巻き込み、３年目

の地域活動として発展した。それぞれのワークショップに参加できる子どもの幅、また学

生の学びと体験の幅を広げることができた。 
さらに、特別支援学級と通常学級の交流をはかる演劇ワークショップは、春休みと夏休

みに行い、人気を呼んでいる。そして、演劇ワークショップの実践記録は、2009 冨田博之

記念賞１位を受賞し、雑誌「演劇と教育１０月号」に掲載され、高い評価を受けることが

できた。また、セント・オラフ・カレッジ准教授キャサリン・テグマイヤー・パク先生か

ら「日本の大学におけるシチズンシップ」の研究対象となり、次年度に、アメリカの日本

研究（政治学）の論文になった。以上のように、さまざまなかたちで活動内容が発表され、

高い評価を受けることができた。 
この取り組みについて、小平市が意義を評価し、白梅学園大学・白梅学園短期大学との

間で「地域連携協力に関する協定書」が平成 20（2008）年３月締結され、場所の提供や

市職員によるイベントの協力などが得られた。 
小平市内の小学校や保育園、幼稚園、障害関連施設などに対して、学生たちが出向き、

さまざまな支援活動を展開した。そのような取り組みに対し、市から全面的な協力を得る

ことができた。平成 20（2008）年７月には小平市内の教員、保育士、民生委員、障害者

施設職員、市役所職員らを対象に白梅の教員による「特別支援教育研修会」を８回にわた

って開いた。 
（５）学生による発表と教育効果 

学生による発表としては、白梅祭、卒業研究発表会、最終報告会を行った。特に、最終

報告会では、各ワークショップ、キャラバン隊、ストリートギャラリーについて学生が準

備し報告を行ったが、学内教員、学生だけでなく、ワークショップに参加した保護者、地

域の行政に関わる方、障害当事者の参加があった。 

 学生の取り組みとしては「発達障害理解のためのうすいまさとコンサート」企画がある。

うすいまさと氏は子ども 3 人が発達障害であり、歌と日常の障害児のエピソードをわかり

やすく共感的にコンサート内で伝える企画であり、学生が直接うすい氏と連絡を取り合っ

てコーディネートした。これによりコーディネート力を培った。同時に「障害のある人が
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つくった美味しいもの」調査を行い、コンサート会場で紹介するなどの企画も実践した。

また、発達心理学会に参加し、障害のある子どもの取り組みの現状についての情報を収集

した。 さらに、最終年度としての、実施の経過や成果の報告書を作成した。 

これらの一連の活動における教育効果測定のために、学生に対するアンケート調査を行

った。結果は、おおむね、障害理解が向上していたが、特に、コアとなって活動していた

学生の活動に対する満足度は非常に高いものであった。障害のある子どもの特性への理解

の深まり、障害のある子どもと関わることへの自信の向上、親の気持ちを考えることがで

きるようになった等、様々な部分での変化がみられた。また、活動に参加した保護者の満

足度も同様に非常に高いものであり、ピアカウンセリングを通しての親自身の変化、親の

評価による子どもの変化も示されていた。本ＧＰの活動によって学生の意識、保護者の意

識、子どもの活動に変化をもたらしていることが、客観的な評価からも明らかであった。

また、学外評価委員との評価委員会においても、学生の学びの深まりについても言及され

ていた。また、今後も地域と連携していくことが具体的に示され、活動が地域に根差して

きている。ここでもそれぞれのワークショップ、キャラバン隊、ストリートギャラリー、

シンポジウムの効果をみることができる。 

３年間の活動の大学全体への効果と学生の学びを知るために、平成 22(2010)年２月に、

コアとなる学生だけでなく様々な立場で活動に参加した学生を対象に障害に対する意識ア

ンケートを実施した。ワークショップに参加した発達障害児の親たちや学生たちを対象に

アンケートを実施、親たちから「この取り組みに参加するようになって、子どもが見違え

るように元気になってきた。感謝しています。」といった感謝の言葉が寄せられた。 
ワークショップに参加した学生たちも力をつけたことが、アンケートからも裏付けられ

た。 
以上のような取り組みによって、障害のある子どもとその親がエンパワメントされるこ

と、未来を担う小学生の発達障害理解が促されること、また、本学で学ぶ学生の共感的理

解力（知識としての障害理解に加え、障害のある子どもの思いに共感する力）、ニーズ把

握力（地域のニーズを把握する力）、コーディネート力（地域住民や地域資源を活用しコ

ーディネートする力）が育まれることなど、現代ＧＰで目指した狙いがほぼ達成されたと

考えられ、また、外部の第三者委員からも同様の評価を受けた。 
 発達障害児を支援する本取り組みは小平市から高い評価を受け、小平市委託事業として

200 万円が平成 22(2010)年度予算に計上された。本現代ＧＰの取組は平成 22(2010)年３月

終了したが、本学では障害児支援のワークショップなどを引き続き取り組んでいる。 
 
５．「白梅子育て広場」の取り組み 
 白梅子育て広場とは、白梅学園大学内や地域施設を利用して白梅学園大学・白梅学園短

期大学の学生が子どもたちと遊んだり、保護者や高齢者、障害者の人たちとのふれ合いを

経験する場である。この取り組みは文科省の平成 18(2006)年度「特色ＧＰ（特色ある大学

教育支援プログラム）」に採択され、７つの「子育て広場」を統合して全学科・全学年の
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学生が積極的に参加できる体制を整え、学生の学びに活用しようというものである。大学

と地域、学生と市民が「子育て広場」を通じて交流を深め、お互いに学習・成長していけ

ることも大きな特色である。 
 学生と教員、地域のＮＰＯが協力して企画・運営を行い、現在参加対象・目的別に以下

の７つの「子育て広場」が実施されている。 
（１）ひよこの会 
白梅学園大学附属白梅幼稚園で週１回開催。 
３歳未満の親子を対象に遊びを伝えたり、園庭を開放して遊ぶ場を提供している。学生が

参加し親子と交流している。 

（２）子育て広場 きららin白梅 
小平市内の子育て広場を展開するＮＰＯ法人とともに白梅学園内で月１回開催。 
保護者が育児の合間にホッとする場をめざしている。さまざまな交流場面があり、学生たち

も参加して交流している。 
（３）あそぼうかい 
学生が中心となって企画。地域の乳幼児や児童と保護者、シニアなど誰でも自由に参加でき

る。 
世代間交流広場と共催することもあり、毎回100人程度が参加している。 

（４）世代間交流広場 
学生が地域のシニアとともに企画し、子どもや保護者とともに交流することで相互に学び合

い成長できる場をつくることを目的にしている。学生は地域の方から着付けや紙芝居を学ぶ

など、広場の活動を広げている。 
（５）紅茶の会（登録制） 
地域の保護者からの要請で始まった発達臨床型の広場で、毎月１回開催。登録約２５組。 
自由な遊びの展開と保護者同士の交流の場で、育児相談にも応じている。 
教員、学生、卒業生（現職保育者たち）とともに、みんなが育ちを見守り、援助しあってい

る。 

（６）気になる子の広場 
気になる子どもや、障害をもつ子どもへの理解を深めるための学習会や講演会などを開催。 

（７）子どもの広場 

市内の小中学校の学習支援や行事のサポートや「いじめ」についての講演会などを開催して

いる。 

 

 ７つの広場は、参加している学生が中心となってＧＰ学生委員会を運営し、各広場は、

学生が中心となっている。各広場でのイベントや催し物の企画なども学生が担当をする。 
 地域の方に子育て広場の活動を知ってもらう場として、白梅子育て広場シンポジウムを開

催し、白梅学園で開催されている7つの子育て広場の取り組みを、参加している学生が活動

の内容と成果をスライドを用いて発表した。広場に参加しているスタッフや会場からも意見

や質問が出され、今後の活動の展望や課題について深める機会となっている。 
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６．地域交流研究センターの取り組み 
 平成 21(2009)年度に文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に「遊びと学びの

コラボレーションによる地域交流活性化システムづくりに関する研究－大学附属幼稚園を

拠点として－」が採択されたことにより、本年 4 月に地域交流研究センターを開設し、地

域活性化に関する教育研究への取り組みが始まっている。本研究センターは、地域のコー

ディネーター等の人材育成を含む、循環型の地域交流システムづくりの基盤研究として期

待をされている。 
１．研究目的・意義 
 本プロジェクトの目的は、「遊び」と「学び」のコラボレーションによる地域交流活性

化のシステムづくりを研究するものである。大学の附属幼稚園に「地域交流研究センター」

を設立し、園児の成育・学習活動を対象に実態調査と実践研究を統合した科学的研究・検

証を行う。地域交流を５つのテーマで研究し、それぞれを深めつつ、最終的には全体を統

合した成果の蓄積を進める。を関連させて統合をはかる。これまで困難とされていた人間

の内的変化の計測を記録し、実践的研究をもとに、交流のプロセスを集積する。「遊び心」

を育成し「学び」につながる環境を発達環境と位置づけ、発達環境が豊かな地域社会の確

立に役立つことを検証する。本研究の意義は、附属幼稚園を拠点とした「地域交流研究セ

ンター」を設立し、地域のコーディネーターの育成、循環型の地域交流システムづくり、

さらによりよい地域・まちづくりをおこなうことである。また、地域交流の変化を検証す

る記録法を提案し、様々な分野を横断する基礎研究を行うものである。 
２．研究体制 
（１）生涯遊び心の形成による内面的地域活性化に関する研究 
（２）地域世代間交流による地域活性化に関する研究 
（３）多文化交流・児童文化研究 
（４）障害のある子もない子もワークショップ実践的研究 
（５）食育でつなぐ幼稚園と生活科教育における研究 
３．計画 

平成 21（2009）年度：施設設備の充実「地域交流室・コミュニティーホール・遊び心の

部屋・多文化交流の部屋・発達相談室」５つの研究テーマの記録検証方法の確立。５つの

研究テーマの実態調査。平成 22（2010）年度、23（2011）年度、24（2012）年度、25（2013）
年度：上記の施設・設備、記録検証方法をもとに実践研究を開始する。 
平成 23（2011）年度：５つの研究テーマの研究成果発表 
平成 24（2012）年度：５つの各研究テーマを関連させて統合をはかる。 
平成 25（2013）年度：５つの研究テーマを統合した研究成果発表 発達環境と循環型地域

交流の関係を明らかにし、その提言を行う。 
４．研究により期待される効果 

研究対象となる小平市は、第三次小平市地域福祉活動計画案［平成 21（2009）年度～30
（2018）年度］が策定され、本学も更なる地域連携が求められている。本プロジェクトで

ある「遊びと学び」のコラボレーションによる地域形成は、住民の学びの力を高め、地域

力の向上に返ってくるものである。子どもから青年・中年・高齢者まで障害の有無に関わ
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らず、地域の人が垣根を超えて、共に学び育ち合う契機となる。また各テーマの特性をい

かした交流の変化が、記録検証方法により明確になり、その応用が可能となる。地域交流

に基づいた異なる分野を横断した交流の手法が確立される。そして、附属幼稚園を拠点と

するため、園児や保護者、卒園児など、その家族を通じて、つながりや「遊び心」が育ち、

地域のコーディネーターとして小平市を中心とする地域に根づいていくことが期待される。

「地域交流研究センター」がこのような循環型の地域交流システム作りの基盤となること

が期待される。 
これまでの研究会は以下のように行われた。 

・老若男女みんなで遊ぼう：平成 22（2010）年 3 月 21 日（日）午後１時～５時 講師 子ど

もイタズラ村・子ども遊ばせ隊理事長 早川たかし氏 場所：白梅学園大学Ｉ２３講義室 
・ 春の歌、歌い継がれる昔の歌－文化の伝承を期待して、一緒に歌いましょう－：平成

22（2010）年 4 月 20 日（火）午後２時４０分 場所：白梅学園大学Ｊ棟文化創造ホール 
 
７．戦略的大学連携支援事業の取り組み 
 白梅学園大学は平成 20（2008）年度の文部科学省戦略的大学連携支援事業において「地

域に根ざす多様な教育支援人材の育成プログラムと資格認証システムの実践的共同開発」

（以下「教育支援人材育成」）として採択され２年が経過した。東京学芸大学を中心に、

奈良教育大学、鳴門教育大学、中国学園大学、東京成徳大学及び白梅学園大学で構成され

ている。 
 この事業では、６大学が連携して、以下の内容を組織的に行う。 

 （１）基礎研究、育成プログラムの開発、教育資格の創設と認証からなる教育支援人材

育成システムの開発 

 （２）地域に応じた展開と現場ニーズに応じた育成プログラムの実施を図る教育支援人

材育成システムの運用 

 （３）モデル事業の推進、現場とのマッチング、サポート体制の構築を柱とした教育支

援人材の活用「教育支援人材育成」は地域の人材を様々な教育支援人材として認証

していくシステムのことで、一般的にこどもを支える「1.こどもパートナー」、こ

どもも含めて様々な力量からこどもや教育を支える「2.こどもサポーター」そして

学校や地域の教育のコーディネートを行う「3.こどもサポートコーディネーター」

が予定されている。現在１と２が策定され、平成 22（2010）年度中に 3.が策定さ

れる予定である。以下各プログラムの内容である。 
1.こどもパートナー 

・子どもの特性と健全な育成についての素養を持つとともに、自らも子どもとともに生

涯学習を実現しようする活動に参加する意思を持つ人材 
 ・講座１（原則は各項目 60 分を基本として 240 分以上） 

項 目 形 態 内 容 
① 指導者とは 講義 

＋演習 
公の立場にある指導者のあり方や、安全・安心へ

の配慮の仕方など基礎的なパートナーとしての

知識・技能について学ぶ。 
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② 子どもの理解 講義 子どもの主体性や子どもの権利を含む子どもの

特性についての知識を学ぶ。 
③ 子どもを取り囲

む環境 
講義 現代の子ども事情と子どもを取り巻く様々な環

境についての知識を学ぶ。 
④ 子どもとの接し

方 
講義 
＋実習 

子どもの世界を理解し、子どもと生き生きとした

コミュニケーションをとるための知識や技能を

学ぶ。 
 ＊上記講習の講師は大学教員、あるいは大学教員外の講師（大学教員が編集した教材を

使用する）が行う予定。教材には、テキスト、映像資料、ワークシート、指導書等を

用意する。 
2.こどもサポーター 
・安全確保、学習指導、児童・生徒指導、教育事務など学校での教育活動支援全般、なら

びに、教育課程外での地域の教育活動での有償・無償ボランティア、支援活動に参加す

る人材。 
・認証条件は上記講座１（240 分）の他に個別講座（特別支援、世代間交流、子育て支援、 

外国語活動、学校教育支援等）を受講する。 
・個別講座（60 分を基本として 480 分以上） 
 以下個別講座例と講座内容例 
講 座

名 
①特別支援 ②世代間交流 ③子育て支援 ④外国語活動 ⑤学校教育 

項 目

１ 
特別支援とは

何か 
世代間交流支

援とは何か 
子育て支援と

は何か 
外国語活動支

援とは何か 
学校教育支援

とは何か 
項 目

2 
特別支援の内

容 
世代間交流支

援の内容 
子育て支援の

内容 
外国語活動支

援の内容 
学校教育支援

の内容 
項 目

３ 
特別支援の課

題 
世代間交流支

援の課題 
子育て支援の

課題 
外国語活動支

援の課題 
学校教育支援

の課題 
項 目

４ 
特別支援の可

能性 
世代間交流支

援の可能性 
子育て支援の

可能性 
外国語活動支

援の可能性 
学校教育支援

の可能性 
項 目

５ 
特別支援の実

際 
世代間交流支

援の実際 
子育て支援の

実際 
外国語活動支

援の実際 
学校教育支援

の実際 
この個別講座部分は地域や大学によって変わる。学校や地域をめぐる環境は日々変化があ

り、そうした状況を踏まえて講座が設定される。（例えば「放課後子どもプラン」や「環

境活動支援」など） 
白梅学園大学で行った講座の詳細は以下の通りである。 

（１）特別支援教育サポーター育成講座 

 小学校には、「特別支援」を必要としている子どもたちがいる。特別な支援を必要とし

ている子どもたちの多くは、学習活動や学級活動にうまくなじめないまま、学校生活を送

っている。そうした子どもたちを包み込み共に育っていくために、この講座では、学校教
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員のサポートを行う人々を育成することを視野に、地域住民の方々に学校等への支援をす

るために必要な基本的な考え方や対応の仕方を学ぶことを目的とした。講師には、白梅学

園の教員以外に、学校現場、教育委員会、医師、保護者と特別支援にかかわる方々を招き、

受講した方々からは、「特別支援教育のことがよくわかり、具体的な話も聞けて大変有意

義だった。」といった感想が多く寄せられた。受講認定者の多くの方々が小平市教育委員

会の学校教育サポーターに登録し、実際に小学校からの依頼を受けサポーターとして活動

している人もいる。 

（２）世代間交流コーディネーター養成講座 

 職場や地域で、世代の異なる方々がよりよく交流するために、すべての世代を結びつけ

る役割が必要とされている。人と人との関係を再構築し、現代社会が抱える諸問題を解決

することは、現代社会のニーズとなっている。この講座は、世代間をつなぐ役割を担うコ

ーディネーターの基礎力を養成することを目的とした。受講者の方々には実際に世代間交

流の現場を体験し、問題意識を明確にした後、これを踏まえて、この分野の専門家による

講座を受講してもらった。 

また今年度は、白梅学園が地域で活発に取り組んでいる子育て広場活動の１つである

「あそぼうかい・世代間交流広場」の見学や平成21(2009)年10月に白梅学園大学が会場と

なり開催された「世代間交流国際シンポジウム」への参加を募った。 

（３）子育て支援サポーター育成講座 

 子育て中の親と子にとって、子育て広場は、親子の遊び場、交流の場、ほっと落ち着け

る場になっている。この子育て支援の最前線である子育て広場は、生活している地域の中

にある。この講座は、支援活動に関わってみたい気持ちはあるけれども何から始めたらい

いのかわからない人、子どもが好きでボランティアをしてみたいといった人達を対象とし

て行った。講義では、白梅学園大学の教員から子どもと関わる上で必要な知識や対応の仕

方を学び、実際に支援活動をしている地域の子育て広場の責任者からは、広場での子育て

支援の実際を話してもらった。講義終了後、受講者には、実践現場として、白梅子育て広

場の3つの広場の中から１つを選択し、広場を経験し、終了後の振り返りで、担当教員から

改めて子育て支援の重要性についての話をした。 

（４）学校教育サポーター育成講座 

 この講座では、学校の内外において様々な問題を抱えている児童・生徒や若者に対して、

何が問題であり、どのように手を差し伸べていくべきかを地域の方々に理解してもらい、

具体的に行政や学校と協力していく人を育成することを目的とした。講師に白梅学園の教

員や学校現場で働いている人を招き、子どもをどうとらえるかに焦点を当て、「虐待」や

「引きこもり」、または「非行」「中退」などをどう理解すればよいのか、さらに関係す

る子どもたちをどのように支えていくのか話してもらった。受講者からは、「学校教育に
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何が求められているか考えさせられた。」「子どもの幸福に正面から取り組むことを求め

られていると思う。」等々の感想が寄せられた。講座のお知らせ開始直後から申し込みが

多数寄せられ、反響の大きさを感じられた。 

 ３年間の文部科学省支援を受けているが、平成 22(2011)年度から財政的にも自立的に認

証システムを進めなければならず、それを前提に考えると課題は多い。特に各自治体や学

校、あるいは企業において教育支援を行うという点においてその重要性が認識されておら

ず、現場に任されてしまっているのが実情である。 
 今後は、企業や事業所の積極的な姿勢を認証していくようにしたい。多くの企業や民間

団体が社会的な貢献について真剣に考えており、その中で子どもや学校に焦点をあてるこ

とは未来の社会を築いていく上でも重要な意味を持っている。そうした企業や民間団体に

おいて子どもや地域に積極的にかかわろうとする人々を認証し、失われつつあるコミュニ

ティや学校における人間関係を新たな形で築いていくことに貢献してもらうことが必要で

ある。 
 さらに、教育支援人材認証制度で新たなコミュニティづくりをしていきたい。都市化や

核家族化、あるいは自由化などで、今まで人間を結びつけていたコミュニティが日本中で

あるいは世界中で崩れてきている。子育てにしても教育にしても介護にしても「自己責任」

のもとに孤立化が拡大しているのがこの５０年の動きである。それを新たに組み直してい

く制度として、６大学が連携して教育支援人材認証制度を全国に広げたい。  
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